
＜日本国籍のお客様へ＞ 国際送金サービスのご利用期限についてのご案内 

 

いつも「コンビニ・ウエスタンユニオン国際送金サービス」をご利用いただき、誠にありがとうござい

ます。  

 

当サービスのご利用期限につきましては従来、日本国籍のお客様の場合は特段の有効期限を設けてお

りませんでした。  

しかし近年、送金サービスを取り巻く規制強化ならびに当局からの要請により、お客様の本人確認書類

の有効期限を以って、当サービスのご利用期限とさせていただくこととなりました。 

 

つきましては今後、お申込み当時にご提出いただきました本人確認書類につき、既に有効期限を迎えら

れたお客様、今後、有効期限を迎えられるお客様宛に順次、封書またはメールにて、個別のご案内を送付

させていただく予定です。 

 

ご案内の内容は、現在有効なお客様の本人確認書類（コピー）のご提出をお願いするものですが、ご提

出いただけない場合は、当サービスをご利用いただくことが出来なくなりますので、ご提出いただいてお

りますお客様の本人確認書類の有効期限までに、ご提出くださいますようお願い致します。 

また、今後も継続的に当サービスをご利用いただくためには、本人確認書類の有効期限が更新となりま

したら、更新後の本人確認書類をご提出いただく必要がございますので、何卒ご理解のうえお取り扱いく

ださい。 

 

なおご提出いただきます本人確認書類につきましては、お申込み当時は有効であった本人確認書類に

ついて、現在は取り扱いが出来なくなった書類がございますため、以下の「現在有効な本人確認書類」の

中から選定のうえご提出くださいますようお願い致します。 

 

ご提出手続き等に関しましてご不明な場合は、国際送金サポートセンターまでご照会ください。 

（フリーダイヤル      0120-3630-44 営業時間／9:00～22:00（年中無休）） 

 

今後も引き続き、コンビニ・ウエスタンユニオン国際送金サービスをご利用くださいますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 

【現在有効な本人確認書類】以下①～③のいずれか 1 点のコピーをご提出ください。 

① 写真付きマイナンバーカード：両面コピーが必要 

② 運転免許証（※運転履歴証明書は対象外となりました）：両面コピーが必要 

③ パスポート：顔写真ページのコピーが必要 

※なお、パスポートの場合は住所確認のため、以下(ア)～(ウ)のうち、いずれか 1 点の補足書類 

が必要となります。 

(ア) 国税・地方税・自動車税の領収書（発行から 6 ヶ月以内のもの） 

(イ) 住民票・除票（発行から 6 ヶ月以内のもの） 

(ウ) 印鑑登録証明書（発行から 6 ヶ月以内のもの） 


